
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
一
号

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
施
行

規
則

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
及
び
損
失
補
償
法
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
規
格
）

第
一
条
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
二
条
の
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
総
ト
ン
数
四
千
五
百
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
満
載
航
海
速
力
十
二
ノ
ツ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
（
専
ら
ば
ら
積
み
の
液
化

天
然
ガ
ス
を
輸
送
す
る
た
め
の
構
造
を
有
す
る
船
舶

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、

船
橋
に
設
置
さ
れ
た
主
機
の
遠
隔
操
縦
装
置
そ
の
他

の
船
内
作
業
の
省
力
化
に
著
し
い
効
果
が
あ
る
設
備

を
有
す
る
こ
と
。

（
対
象
融
資
）

第
二
条
　
法
第
二
条
の
対
象
融
資
は
、
コ
ン
テ
ナ
船
（
専

ら
コ
ン
テ
ナ
貨
物
を
輸
送
す
る
た
め
の
構
造
を
有
す
る

船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
運

搬
船
に
つ
い
て
は
船
舶
の
建
造
価
額
以
内
の
額
、
コ
ン

テ
ナ
船
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
運
搬
船
以
外
の
船
舶
に
つ

い
て
は
船
舶
の
建
造
価
額
の
八
割
五
分
以
内
の
額
で
当

該
船
舶
に
係
る
第
四
条
第
四
項
の
通
知
を
受
け
た
会
社

が
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
た
場
合
の
当
該

申
請
に
係
る
各
金
融
機
関
ご
と
の
融
資
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
船
舶
が
造
船
事
業
者
か
ら
引
き
渡
さ
れ
た
日

か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
以
後
に
な
さ
れ
た
融
資
は
、

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
船
舶
の
建
造
価
額
は
、
造
船
契
約
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
船
舶
の
建
造
代
価
と
す
る
。
た
だ
し
、
造
船

契
約
に
よ
り
船
舶
の
建
造
代
価
が
法
第
二
条
の
契
約
の

締
結
の
申
請
及
び
申
込
の
後
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
船
舶
の
建
造
代
価
に
つ
い
て
造
船

契
約
に
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
が

認
定
す
る
額
と
す
る
。

（
予
定
し
ゆ
ん
工
日
前
の
融
資
残
高
の
計
算
方
法
）

第
三
条
　
予
定
し
ゆ
ん
工
日
前
の
期
間
に
つ
い
て
の
融
資

残
高
は
、
第
五
条
の
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た
融
資
の
日

及
び
額
に
従
つ
て
融
資
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
し
て
計

算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
契
約
申
請
）

第
四
条
　
法
第
二
条
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
会
社
は
、

運
輸
大
臣
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
に
係
る
船

舶
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
概
要
を
記
載
し
た

船
舶
建
造
計
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
船
種

二
　
総
ト
ン
数

三
　
載
貨
重
量
ト
ン
数

四
　
主
要
寸
法

五
　
満
載
航
海
速
力

六
　
乗
組
員
数

七
　
予
定
契
約
船
価

八
　
予
定
工
事
工
程

九
　
就
航
予
定
航
路
又
は
就
航
予
定
地
域

十
　
主
な
る
予
定
貨
物

十
一
　
長
期
の
積
荷
保
証
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
荷
主
、
期
間
、
輸
送
量
及
び
運
賃

十
二
　
長
期
の

よ
う傭

船
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

よ
う傭

船
者
、
期
間
及
び

よ
う傭

船
料

２
　
前
項
の
船
舶
建
造
計
画
書
を
提
出
し
た
会
社
は
、
当

該
船
舶
の
建
造
の
計
画
が
確
定
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
細
目
を
記
載
し
た
船
舶
建
造
計
画
明
細
書
に
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
造
船
契
約
書
の
写

二
　
航
海
計
算
書

三
　
船
舶
経
費
計
算
書

四
　
運
航
採
算
計
算
書

五
　
海
運
国
際
収
支
改
善
効
果
計
算
書

３
　
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
様

式
は
、
別
に
告
示
で
定
め
る
。

４
　
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
船
舶
建
造
計
画
書
及
び
第

二
項
の
船
舶
建
造
計
画
明
細
書
に
よ
る
船
舶
の
建
造
の

計
画
が
法
第
一
条
の
目
的
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
船
舶
建
造
計
画
書
及
び
船
舶
建

造
計
画
明
細
書
を
提
出
し
た
会
社
に
対
し
、
当
該
船
舶

の
建
造
に
係
る
日
本
政
策
投
資
銀
行
及
び
一
般
金
融
機

関
の
融
資
に
つ
い
て
法
第
二
条
の
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
船
舶
建
造
計
画
書
及
び
船
舶
建
造
計
画
明
細

書
に
係
る
船
舶
の
建
造
価
額
に
つ
い
て
第
二
条
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ

の
認
定
し
た
額
を
合
わ
せ
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
会
社
は
、
様
式
第
一
の
申
請

書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
融
資
承
諾
書
及
び
一
般
金

融
機
関
の
融
資
確
約
書
の
写

二
　
船
舶
要
目
書
（
様
式
第
二
）

三
　
契
約
船
価
内
訳
書
（
様
式
第
三
）

四
　
造
船
契
約
書
の
写

五
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
金
計
算
書
（
様
式

第
四
）

７
　
第
五
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
会
社
は
、
前
項
の
添

付
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
運
輸
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と

す
る
。

（
契
約
申
込
）

第
五
条
　
運
輸
大
臣
と
法
第
二
条
の
契
約
を
結
ぼ
う
と
す

る
日
本
政
策
投
資
銀
行
及
び
一
般
金
融
機
関
は
、
様
式

第
五
の
申
込
書
に
、
様
式
第
四
（
そ
の
二
）
及
び
様
式

第
六
の
書
類
を
添
え
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

（
契
約
締
結
）

第
六
条
　
運
輸
大
臣
は
、
第
四
条
第
五
項
の
申
請
書
及
び

前
条
の
申
込
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
及
び

申
込
に
関
し
充
分
な
調
査
を
行
い
、
妥
当
と
認
め
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す

る
。

（
船
舶
受
取
報
告
）

第
七
条
　
法
第
二
条
の
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
た
会
社

は
、
造
船
事
業
者
か
ら
当
該
契
約
に
係
る
船
舶
の
引
渡

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
引
渡
の
場
所
を
管
轄
す
る
地

方
運
輸
局
長
（
海
運
監
理
部
長
を
含
む
も
の
と
し
、
当

該
引
渡
の
場
所
が
本
邦
以
外
の
場
所
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
と
す
る
。
）

の
証
明
を
添
え
て
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨

を
運
輸
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
の
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
た
会
社
が
、

当
該
契
約
に
係
る
船
舶
の
引
渡
を
受
け
た
と
き
は
、
そ

の
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
、
左
に
掲
げ
る
報
告
書
を
運

輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
三
号
に
掲
げ
る
報
告
書
に
あ
つ
て
は
、
告
示
で

定
め
る
確
定
速
力
算
出
明
細
書
を
、
第
五
号
に
掲
げ
る

報
告
書
に
あ
つ
て
は
、
仕
様
の
変
更
を
明
示
し
た
完
成

図
面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
確
定
建
造
船
価
報
告
書
（
様
式
第
七
）

二
　
乗
出
費
用
明
細
報
告
書
（
様
式
第
八
）

三
　
確
定
速
力
、
確
定
重
量
ト
ン
数
及
び
確
定
就
航
航

路
報
告
書
（
確
定
速
力
は
、
告
示
で
定
め
る
要
領
に

よ
り
算
出
し
た
も
の
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

四
　
建
造
資
金
受
払
明
細
報
告
書
（
様
式
第
九
）

五
　
変
更
し
た
仕
様
の
概
要
報
告
書

３
　
前
項
第
五
号
の
報
告
書
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
変
更
し
た
仕
様
の
項
目
及
び
そ
の
概
要

二
　
項
目
ご
と
の
変
更
理
由

三
　
項
目
ご
と
の
変
更
時
期

四
　
項
目
ご
と
の
変
更
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
又
は

不
必
要
と
な
る
経
費
の
額

五
　
変
更
し
た
仕
様
に
伴
い
第
四
条
第
六
項
第
二
号
の

船
舶
要
目
書
に
記
載
し
た
契
約
船
価
に
変
更
が
あ
つ

た
と
き
は
、
そ
の
額
及
び
内
訳

（
利
子
補
給
金
の
限
度
額
及
び
支
給
額
の
計
算
方
法
）

第
七
条
の
二
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
子
補

給
金
の
限
度
額
を
計
算
す
る
場
合
及
び
法
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
利
子
補
給
金
の
支
給
額
を
計
算
す
る
場
合

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
係
る
期
間
に
お
け
る
融

資
残
高
の
存
す
る
日
数
に
一
日
当
た
り
の
利
子
補
給
率

を
乗
じ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
子
補
給
率
は
、

年
当
た
り
の
率
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
と
し
、
当

該
利
子
補
給
率
は
、

じ
ゆ
ん

閏

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い

て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
率
と
す
る
。

（
単
位
期
間
）

第
八
条
　
法
第
七
条
の
単
位
期
間
は
、
一
月
一
日
か
ら
六

月
三
十
日
ま
で
の
期
間
及
び
七
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
請
求
）

第
九
条
　
政
府
に
利
子
補
給
金
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
日

本
政
策
投
資
銀
行
及
び
一
般
金
融
機
関
は
、
各
単
位
期

間
終
了
後
一
月
以
内
（
法
第
二
条
の
契
約
の
締
結
の
遅

延
そ
の
他
運
輸
大
臣
が
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
そ
の
定
め
る
日
ま
で
）
に
、
様
式
第
十
の
外

航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
金
請
求
書
を
運
輸
大
臣
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
支
給
）

第
十
条
　
運
輸
大
臣
は
、
前
条
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ

た
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
当
該
請
求
書
に
係
る
利
子
補

給
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
二
条

の
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
た
会
社
で
あ
つ
て
そ
の
決

算
期
の
末
日
が
当
該
請
求
書
に
係
る
単
位
期
間
の
末
日

で
あ
る
も
の
に
係
る
利
子
補
給
金
に
つ
い
て
は
、
当
該

請
求
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
支
給
す

る
も
の
と
す
る
。

（
積
立
金
充
当
対
象
船
舶
）

第
十
条
の
二
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
九
十
五
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
運
輸

省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
外
航
船
舶
（
船
舶
安
全
法

（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
に
い
う
遠
洋
区
域
を
航

行
区
域
と
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
建

造
に
つ
き
日
本
政
策
投
資
銀
行
及
び
一
般
金
融
機
関
が

1



と
も
に
資
金
を
融
通
す
る
も
の
（
以
下
「
積
立
金
充
当

対
象
船
舶
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
費
用
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
引
当
金
等
）

第
十
一
条
　
令
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
運
輸
省
令
で
定

め
る
引
当
金
勘
定
又
は
準
備
金
勘
定
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
及

び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
に
定
め
る
引
当
金
勘
定

二
　
事
業
税
引
当
金
勘
定

三
　
事
業
所
税
引
当
金
勘
定

四
　
租
税
特
別
措
置
法
に
定
め
る
準
備
金
を
積
み
立
て

る
準
備
金
勘
定

２
　
令
第
四
条
第
二
項
第
四
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
金

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
固
定
資
産
の
減
価
償
却
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ

い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
の

規
定
に
よ
り
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算

入
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
金
額
の
限
度
額
（
租
税
特
別

措
置
法
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
の

規
定
に
よ
り
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算

入
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
金
額
の
限
度
額
）

二
　
圧
縮
記
帳
に
よ
り
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
を
減
額

す
る
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
固
定

資
産
に
つ
い
て
、
法
人
税
法
の
規
定
に
よ
り
所
得
の

金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
金
額
の
限
度
額
と
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ

り
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
金
額
の
限
度
額
と
の
合
計
額

三
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
引
当
金
勘
定
（
退
職
給
与

引
当
金
勘
定
を
除
く
。
）
に
繰
り
入
れ
る
た
め
の
金

額
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
引
当
金
勘
定
の
区
分
に
応

じ
、
法
人
税
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ

り
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
金
額
の
限
度
額

四
　
退
職
給
与
引
当
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
た
め
の
金

額
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年

政
令
第
九
十
七
号
）
第
百
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
金
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額
か

ら
、
当
該
決
算
期
の
終
了
の
時
に
お
け
る
当
該
決
算

期
前
の
決
算
期
か
ら
繰
り
越
さ
れ
た
退
職
給
与
引
当

金
勘
定
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額

五
　
事
業
税
引
当
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
た
め
の
金
額

に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
一
項
若

し
く
は
第
六
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
申
告
書

に
記
載
し
た
事
業
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額

六
　
事
業
所
税
引
当
金
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
た
め
の
金

額
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
四
十
六

第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
申
告

書
に
記
載
し
た
事
業
所
税
の
額
に
相
当
す
る
金
額

七
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
準
備
金
勘
定
に
積
み
立
て

る
た
め
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
準
備
金
勘
定

の
区
分
に
応
じ
、
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り

所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
金
額
の
限
度
額

（
費
用
と
し
て
計
上
し
な
か
つ
た
も
の
と
さ
れ
た
引
当

金
等
の
費
用
計
算
等
）

第
十
二
条
　
令
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
運
輸
省
令
で
定

め
る
経
理
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
固
定
資
産
の
売
却
益
そ
の
他
の
処
分
益
又
は

売
却
損
そ
の
他
の
処
分
損
の
計
上

二
　
当
該
固
定
資
産
の
前
条
第
二
項
第
一
号
の
金
額
に

達
し
な
い
減
価
償
却
額
に
相
当
す
る
金
額
の
費
用
へ

の
計
上

三
　
当
該
固
定
資
産
に
つ
い
て
令
第
四
条
第
二
項
第
四

号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
費
用
の
計
上
を
修
正

す
る
た
め
の
収
益
の
計
上

四
　
当
該
引
当
金
勘
定
又
は
準
備
金
勘
定
の
金
額
の
取

崩
し

２
　
令
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
金

額
は
、
同
項
第
四
号
の
固
定
資
産
、
引
当
金
勘
定
又
は

準
備
金
勘
定
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
第
四
号
又
は
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
当
該
決
算
期
前
の
各
決
算
期
に
係
る

決
算
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
費
用
と
し
て
計
上
し
な
か
つ

た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
（
同
項
第
六
号
の
規

定
に
よ
り
当
該
決
算
期
前
の
各
決
算
期
に
係
る
決
算
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
費
用
と
し
て
計
上
し
た
も
の
と
さ
れ

た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
を
控

除
し
た
金
額
）
の
範
囲
内
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額

と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
経
理
を
し
た
場
合
に
は
、

当
該
固
定
資
産
に
つ
い
て
令
第
四
条
第
二
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
り
当
該
決
算
期
前
の
各
決
算
期
に
係
る

決
算
に
お
い
て
費
用
と
し
て
計
上
し
な
か
つ
た
も
の

と
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
経
理
を
し
た
場
合
に
は
、

前
条
第
二
項
第
一
号
の
金
額
か
ら
当
該
決
算
期
に
係

る
費
用
に
計
上
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
経
理
を
し
た
場
合
に
は
、

当
該
収
益
の
計
上
額
に
相
当
す
る
金
額

四
　
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
経
理
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
取
り
崩
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

（
船
舶
建
造
積
立
金
の
充
当
）

第
十
二
条
の
二
　
令
第
四
条
第
四
項
第
一
号
の
運
輸
省
令

で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。

２
　
令
第
四
条
第
四
項
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
金

額
は
、
同
号
の
船
舶
建
造
積
立
金
の
額
に
相
当
す
る
金

額
か
ら
、
そ
の
積
立
て
を
行
つ
た
決
算
期
の
終
了
の
日

か
ら
前
項
の
期
間
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
間
に
積
立
金

充
当
対
象
船
舶
の
建
造
に
要
す
る
自
己
資
金
（
積
立
金

充
当
対
象
船
舶
の
建
造
価
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当

該
積
立
金
充
当
対
象
船
舶
の
建
造
の
た
め
に
金
融
機
関

そ
の
他
の
者
か
ら
融
通
さ
れ
た
資
金
の
額
に
相
当
す
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
積
立
金
充
当
対
象
船
舶

の
建
造
価
額
の
一
割
に
相
当
す
る
金
額
以
下
の
金
額
に

限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
支
出
し
た
金

額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
積
立
金
充
当

対
象
船
舶
の
建
造
に
要
す
る
自
己
資
金
と
し
て
支
出
し

た
金
額
の
累
計
額
が
、
会
社
の
所
有
す
る
積
立
金
充
当

対
象
船
舶
の
建
造
価
額
の
合
計
額
の
一
割
に
相
当
す
る

金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
金
額
を
、
当

該
自
己
資
金
と
し
て
支
出
し
た
金
額
を
限
度
と
し
て
当

該
控
除
し
た
金
額
に
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

（
会
社
の
報
告
）

第
十
三
条
　
法
第
二
条
の
契
約
に
係
る
融
資
を
受
け
た
会

社
は
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
又
は
一
般
金
融
機
関
が
利

子
補
給
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
単
位

期
間
の
終
了
後
十
五
日
以
内
に
、
当
該
単
位
期
間
に
お

け
る
当
該
融
資
の
償
還
状
況
に
係
る
償
還
状
況
報
告
書

（
様
式
第
十
一
）
を
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
第
十
条
第
一
項
の
会
社
は
、
毎
決
算
期
終
了
後
三

月
以
内
に
、
当
該
決
算
期
に
係
る
決
算
計
上
利
益
等
報

告
書
（
様
式
第
十
二
）
を
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の

と
す
る
。

３
　
船
舶
建
造
積
立
金
を
積
み
立
て
た
会
社
は
、
そ
の
積

立
て
を
行
つ
た
決
算
期
か
ら
当
該
決
算
期
の
終
了
の
日

以
後
三
年
を
経
過
し
た
日
を
含
む
決
算
期
ま
で
の
毎
決

算
期
終
了
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
積
立
て
を
行
つ
た
決

算
期
に
係
る
船
舶
建
造
積
立
金
報
告
書
（
様
式
第
十
二

の
二
）
を
運
輸
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
合
併
等
の
承
認
）

第
十
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
合
併

二
　
営
業
の
譲
渡
又
は
譲
受

（
資
本
金
額
の
増
加
又
は
減
少
の
報
告
等
）

第
十
五
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
会
社
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

事
項
で
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
額
が
十
億
円
未
満
で
あ

る
場
合
に
お
け
る
も
の
で
あ
つ
て
運
輸
大
臣
が
定
め
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
事
後
に
お
い
て
、
四
半
期
ご
と

に
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
報
告
す
れ
ば
足
り
る
。

一
　
資
本
金
額
の
増
加
又
は
減
少

二
　
固
定
資
産
の
取
得
、
改
造
又
は
売
却
、
交
換
そ
の

他
の
処
分
（
固
定
資
産
の
取
得
又
は
改
造
に
あ
つ
て

は
対
価
の
額
、
固
定
資
産
の
売
却
又
は
交
換
に
あ
つ

て
は
当
該
処
分
に
係
る
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
又
は

対
価
の
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
額
、
そ
の
他
の
処

分
に
あ
つ
て
は
当
該
処
分
に
係
る
固
定
資
産
の
帳
簿

価
額
が
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
も
の
で
あ
つ
て
運
輸
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）

三
　
投
資
又
は
長
期
資
金
の
貸
付
け
（
そ
れ
ぞ
れ
金
額

が
一
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
で
あ
つ

て
運
輸
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
債
務
保
証
、
専
ら
他
人
の
た
め
に
す
る
連
帯
債
務

の
負
担
、
他
人
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め
の
質
権
若

し
く
は
抵
当
権
の
設
定
又
は
他
人
の
債
務
の
担
保
の

用
に
供
す
る
た
め
に
す
る
有
価
証
券
の
貸
付
け
（
債

務
保
証
又
は
専
ら
他
人
の
た
め
に
す
る
連
帯
債
務
の

負
担
に
あ
つ
て
は
そ
の
債
務
の
額
、
他
人
の
債
務
を

担
保
す
る
た
め
の
質
権
の
設
定
に
あ
つ
て
は
質
権
の

目
的
物
の
帳
簿
価
額
又
は
被
担
保
債
権
の
額
の
う
ち

い
ず
れ
か
多
い
額
、
他
人
の
債
務
を
担
保
す
る
た
め

の
抵
当
権
の
設
定
に
あ
つ
て
は
被
担
保
債
権
の
額
、

他
人
の
債
務
の
担
保
の
用
に
供
す
る
た
め
に
す
る
有

価
証
券
の
貸
付
け
に
あ
つ
て
は
そ
の
有
価
証
券
の
帳

簿
価
額
が
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
お

け
る
も
の
で
あ
つ
て
運
輸
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）

五
　
利
益
の
配
当
及
び
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第

四
十
八
号
）
第
二
百
九
十
三
条
ノ
五
第
一
項
の
金
銭

の
分
配

２
　
法
第
十
条
第
一
項
の
会
社
は
、
毎
決
算
期
終
了
後
三

月
以
内
に
左
に
掲
げ
る
書
類
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
財
務
諸
表

イ
　
損
益
計
算
書

ロ
　
利
益
金
処
分
計
算
書
又
は
損
失
金
処
理
計
算
書

ハ
　
貸
借
対
照
表

ニ
　
附
属
明
細
表

（１）
　
海
運
業
収
益
及
び
費
用
明
細
表

（２）
　
有
価
証
券
明
細
表
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（３）
　
有
形
固
定
資
産
明
細
表

（４）
　
無
形
固
定
資
産
明
細
表

（５）
　
関
係
会
社
有
価
証
券
明
細
表

（６）
　
関
係
会
社
出
資
金
明
細
表

（７）
　
関
係
会
社
貸
付
金
明
細
表

（８）
　
社
債
明
細
表

（９）
　
長
期
借
入
金
明
細
表

（１０）
　
関
係
会
社
借
入
金
明
細
表

（１１）
　
資
本
金
明
細
表

（１２）
　
資
本
剰
余
金
明
細
表

（１３）
　
利
益
準
備
金
及
び
任
意
積
立
金
明
細
表

（１４）
　
減
価
償
却
費
明
細
表

（１５）
　
引
当
金
明
細
表

二
　
船
舶
収
支
明
細
表

三
　
船
員
費
明
細
表

四
　
従
業
員
給
与
明
細
表

五
　
役
員
報
酬
明
細
表

六
　
借
入
金
支
払
利
息
明
細
表

七
　
設
備
資
金
借
入
金
明
細
表

八
　
船
舶
減
価
償
却
費
明
細
表

九
　
所
有
船
腹
明
細
表

３
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
運
輸
大
臣
が
告
示

す
る
財
務
諸
表
準
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項

第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
別
に
告

示
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
証
票
）

第
十
六
条
　
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身

分
を
示
す
証
票
の
様
式
は
、
様
式
第
十
三
の
通
り
と
す

る
。

（
法
附
則
第
五
項
の
特
定
単
位
期
間
）

第
十
七
条
　
法
附
則
第
五
項
の
特
定
単
位
期
間
は
、
四
月

一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
及
び
十
月
一
日
か

ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
利
子
補
給
金
の
支
給
）

第
十
八
条
　
法
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
利
子
補
給
金

の
支
給
は
、
特
定
単
位
期
間
ご
と
に
、
同
項
に
規
定
す

る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
項
に
規
定
す
る
各
年
度
に
お

け
る
当
該
特
定
単
位
期
間
に
応
当
す
る
特
定
単
位
期
間

に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
）

第
十
九
条
　
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
交
付
金
の
交
付
は
、
当
該
猶
予
対
象
利
子
が

生
じ
た
特
定
単
位
期
間
ご
と
に
、
同
号
に
掲
げ
る
各
年

度
に
お
け
る
当
該
猶
予
対
象
利
子
が
生
じ
た
特
定
単
位

期
間
に
応
当
す
る
特
定
単
位
期
間
に
お
い
て
す
る
も
の

と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
交
付
金
の
交
付
は
、
同
号
に
掲
げ
る
各
年
度
に
お
け

る
各
特
定
単
位
期
間
に
お
い
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
請
求
）

第
二
十
条
　
政
府
に
法
附
則
第
八
項
に
規
定
す
る
交
付
金

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
日
本
政
策
投
資
銀
行
は
、
各
特

定
単
位
期
間
開
始
後
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
一
月
以

内
に
、
当
該
特
定
単
位
期
間
に
お
い
て
交
付
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
交
付
金
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
四
の
外
航
船

舶
建
造
融
資
利
子
猶
予
特
別
交
付
金
請
求
書
を
運
輸
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
に
関
す
る
省
令
（
昭

和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
十
五
号
）
附
則

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
又
は
法
第
十
九

条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
同
法
同
条
の

規
格
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
左
の
通
り

と
す
る
。

一
　
総
ト
ン
数
四
千
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
満
載
航
海
速
力
十
一
ノ
ツ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

４
　
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
条
又

は
法
第
十
九
条
の
規
定
を
適
用
し
て
結
ば
れ
る
契
約
に

つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
は
、
同
条
中
「
融
資
仮
契

約
書
」
は
、
「
融
資
契
約
書
」
と
読
み
替
え
て
適
用
す

る
も
の
と
す
る
。

６
　
法
第
二
条
の
契
約
で
あ
つ
て
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
も
の
に
よ
る
利
子
補
給
金
の
支
給
に
係
る
法
第
七

条
の
単
位
期
間
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
期
間
に

お
い
て
は
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
第
三
欄
に
定
め
る
期
間
と
し
、
各
単
位
期
間

に
係
る
利
子
補
給
金
の
請
求
に
関
す
る
第
九
条
の
期
間

は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
第
四
欄
に

定
め
る
期
間
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
子
補

給
金
の
支
給
に
つ
い
て
の
第
十
条
た
だ
し
書
の
規
定

は
、
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
期
間
が
単
位
期
間
終
了

後
一
月
以
内
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
適
用
し
な
い
。

昭
和
五
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

昭
和
六
十
年

六
月
一
日
か

六

月

一

日

か

ら
単
位
期
間

終
了
後
二

五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
日

本
開
発
銀
行
と
結
ば

れ
た
契
約

ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

十

一

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

十
六
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
年

十
二
月
一
日

か
ら
昭
和
六

十
一
年
四
月

三
十
日
ま
で

の
期
間

十

二

月

一

日

か

ら

翌

年

の

四

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
一
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
五
月
一
日

か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

五

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

五
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
十
一
月
一

日
か
ら
昭
和

六
十
二
年
三

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
五
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
一

般
金
融
機
関
と
結
ば

れ
た
契
約

昭
和
六
十
年

七
月
一
日
か

ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
五
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
一
月
一
日

か
ら
同
年
六

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

一

月

一

日

か

ら

六

月

三

十

日

ま

で

の

期

間

単
位
期
間

終
了
後
十

九
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
七
月
一
日

か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期

間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

三
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
二

年
一
月
一
日

か
ら
同
年
六

一

月

一

日

か

ら

六

月

三

十

日

ま
単
位
期
間

終
了
後
七

月
を
経
過

し
た
日
か

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

で

の

期

間

ら
一
月
以

内

昭
和
六
十
二

年
七
月
一
日

か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期

間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
一

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
五
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
日

本
開
発
銀
行
と
結
ば

れ
た
契
約

昭
和
六
十
年

六
月
一
日
か

ら
同
年
十
月

三
十
一
日
ま

で
の
期
間

六

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
七
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
年

十
一
月
一
日

か
ら
昭
和
六

十
一
年
四
月

三
十
日
ま
で

の
期
間

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

の

四

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
一
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
五
月
一
日

か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

五

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

五
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
十
一
月
一

日
か
ら
昭
和

六
十
二
年
三

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
五
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

六
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
一

般
金
融
機
関
と
結
ば

れ
た
契
約

昭
和
六
十
年

七
月
一
日
か

ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
五
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
一
月
一
日

か
ら
同
年
四

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

一

月

一

日

か

ら

四

月

三

十

日

ま
単
位
期
間

終
了
後
二

十
一
月
を

経
過
し
た

3



で

の

期

間

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
五
月
一
日

か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

五

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

五
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
十
一
月
一

日
か
ら
昭
和

六
十
二
年
四

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

十

一

月

一

日

か

ら

翌

年

の

四

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
九

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
六
十
二

年
五
月
一
日

か
ら
同
年
十

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

五

月

一

日

か

ら

十

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
三

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
六
十
二

年
十
一
月
一

日
か
ら
同
年

十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の

期
間

十

一

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の

期

間

単
位
期
間

終
了
後
一

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
五
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
日

本
開
発
銀
行
と
結
ば

れ
た
契
約

昭
和
六
十
年

七
月
一
日
か

ら
同
年
十
一

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

七

月

一

日

か

ら

十

一

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
六
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
年

十
二
月
一
日

か
ら
昭
和
六

十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま

で
の
期
間

十

二

月

一

日

か

ら

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
二
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
四
月
一
日

か
ら
同
年
六

四

月

一

日

か

ら

六

月

三

十

日

ま
単
位
期
間

終
了
後
十

九
月
を
経

過
し
た
日

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

で

の

期

間

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
七
月
一
日

か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期

間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

三
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
二

年
一
月
一
日

か
ら
同
年
三

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

一

月

一

日

か

ら

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
五
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
昭
和
五
十

七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
中
に
一

般
金
融
機
関
と
結
ば

れ
た
契
約

昭
和
六
十
年

七
月
一
日
か

ら
同
年
十
二

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

七

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
五
月
を

経
過
し
た

日
か
ら
一

月
以
内

昭
和
六
十
一

年
一
月
一
日

か
ら
同
年
五

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

一

月

一

日

か

ら

五

月

三

十

一

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
二

十
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
六
月
一
日

か
ら
同
年
十

一
月
三
十
日

ま
で
の
期
間

六

月

一

日

か

ら

十

一

月

三

十

日

ま

で

の

期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

四
月
を
経

過
し
た
日

か
ら
一
月

以
内

昭
和
六
十
一

年
十
二
月
一

日
か
ら
昭
和

六
十
二
年
三

月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間

十

二

月

一

日

か

ら

翌

年

の

三

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
十

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
六
十
二

年
四
月
一
日

か
ら
同
年
九

月
三
十
日
ま

で
の
期
間

四

月

一

日

か

ら

九

月

三

十

日

ま

で

の

期

間

単
位
期
間

終
了
後
四

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

昭
和
六
十
二

年
十
月
一
日

か
ら
同
年
十

二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期

間

十

月

一

日

か

ら

十

二

月

三

十

一

日

ま

で

の
期
間

単
位
期
間

終
了
後
一

月
を
経
過

し
た
日
か

ら
一
月
以

内

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
五
月
二
〇
日
運
輸
省
令

第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
二
月
一
六
日
運
輸
省

令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
七
月
九
日
運
輸
省
令
第

四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
一

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
三
月
二
八
日
運
輸
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
八
日
運
輸
省
令

第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令

第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
六
月
一
二
日
運
輸
省
令

第
四
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
以
前
に
開
始
さ
れ
た
事
業

年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
財
務
諸
表
附
属
明
細
表
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
八
月
二
九
日
運
輸
省
令

第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
二
六
日
運
輸
省
令

第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
九
月
一
六
日
運
輸
省
令

第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸
省

令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
一
日
運
輸
省
令
第

三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
四
月
二
〇
日
運
輸
省
令

第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規

則
第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七

条
第
一
項
第
五
号
リ
（
二
）
の
規
定
並
び
に
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
港
湾
法
施
行
規
則
第
二
十
五
条

第
三
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
号
イ
の
規
定
は
、
昭
和

四
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
損
益
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
一
九
日
運
輸
省

令
第
四
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
様
式
第
七
の

規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
締
結
さ
れ
る
法

第
二
条
の
契
約
に
係
る
船
舶
の
受
取
に
つ
い
て
の
報
告

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
さ
れ
た
法
第
二
条

の
契
約
に
係
る
船
舶
の
受
取
に
つ
い
て
の
報
告
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
七
日
運
輸
省

令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
二
日
運
輸
省

令
第
四
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
一
条
中
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措

置
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
一
号

を
加
え
る
改
正
規
定
（
債
務
保
証
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
及
び
第
二
条
中
海
運
業
の
再
建
整
備
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第
三
項
第
五
号
の
次

に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
債
務
保
証
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
以
前
に
開
始
さ
れ
た
事
業

年
度
に
係
る
決
算
計
上
利
益
等
報
告
書
の
提
出
期
限
並

び
に
当
該
事
業
年
度
に
つ
い
て
外
航
船
舶
建
造
融
資
利

子
補
給
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
及
び

海
運
業
の
再
建
整
備
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
改
正
後
の
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
条

第
二
項
第
六
号
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
納
付
金
に
関
す
る
利

益
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
五
日
運
輸
省
令
第

二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
結
ば
れ
た
外
航

船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
利
子
補
給
金
を
支
給
す
る
旨
の
契
約
に
よ
る
利

子
補
給
金
の
支
給
に
係
る
単
位
期
間
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
支
分
部
局
の
整
理
の
た
め

の
行
政
管
理
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
改
正
前
の
船
員
法
施
行

規
則
、
外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
施

行
規
則
、
救
命
艇
手
規
則
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

又
は
小
型
船
等
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休

日
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
船
員
法

施
行
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
新
潟
海
運

局
長
が
し
た
許
可
、
認
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
証
明
そ

の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
船
員
法
施
行
規
則
等
の
規

定
に
よ
り
新
潟
海
運
監
理
部
長
が
し
た
許
可
、
認
定
そ

の
他
の
処
分
又
は
証
明
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
三
日
運
輸
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
九
日
運
輸
省
令

第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
三
日
運
輸
省
令

第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
一
四
日
運
輸
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処

分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申

請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋

田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は

申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋

田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は

申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及

び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
一
〇
日
運
輸
省
令

第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
二
五
日
運
輸
省
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
四
月
八
日
運
輸
省
令
第

一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令

第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
運
輸
省
令

第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
二
月
二
三
日
運
輸
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

様
式
第
一
（
そ
の
一
）
（
第
四
条
関
係
）

様式第一（その一）（第四条関係）

記

船名

総トン数

速力（満載航海）

予定しゆん工日

　年　　　　月　　　　日

運輸大臣 殿

名称 印

外航船舶建造融資利子補給契約締結申請書

（A列４番）

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則第四条第五項の規定により、下記船舶の（別添船舶要目書記載）一隻に対す

る別記金融機関の融資分について、それぞれの金融機関に対し、利子補給金を支給する旨の契約を締結せられることを申請い

たします。

様
式
第
一
（
そ
の
二
）
（
第
四
条
関
係
）

様式第一（その二）（第四条関係）

会社名 船名 建造造船所 総トン数 重量トン数 契約船価 乗出費用 総船価

（　　　　）

金利

（年利） 契約時 起工時 進水時 竣工時

日本政策投資銀行 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

　 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

合計 　

　 （A列4番）

　

　

　　 　

　 　

　

備考

備考

外航船舶建造融資利子補給契約締結申請書内訳

満載航海速力

番号 金融機関名 借入条件
融資状況

対象融資額
支給される利子
補給金の総額

（注） １ 契約船価欄には、造船契約により定められた建造代価（建造代価が定められていない場合には予定建造代価）を記入する。

２ 契約船価欄の括弧内には、第２条第２項ただし書の規定により運輸大臣が認定した額を記入する。

３ 融資状況欄には、金融機関の融資確約額を記入する。

４ 融資状況欄の括弧内には、融資の予定年月日を記入する。

５ ※印の欄には、記入してはならない。

しゆん

5



様
式
第
二
（
第
四
条
関
係
）

様式第二（第四条関係）

１　申請者の住所及び電話番号

２　建造請負者の氏名又は名称及び工場名

３　用　　　途

４　船　　　型

５　総トン数

６　重量トン数

７　満載航海速力

８　主機関の種類及び数

９　連続最大馬力

10　予 定 航 路

11 自社運航船、定期傭船、運航委託船等の別

12 工 事 行 程

契　　約 年 月 旬

起　　工 年 月 旬

進　　水 年 月 旬

竣　　工 年 月 旬

13　契 約 船 価

内　　訳 日本政策投資銀行

一般金融機関資金

自　　己　　資　　金

14　乗出費用及びスライド

（A列４番）

船　　舶　　要　　目　　書

（注） 契約船価欄には、造船契約により定められた建造代価（建造代価が定められ

ていない場合には予定建造代価）を記入する。

よう

しゆん

様
式
第
三
（
第
四
条
関
係
）

様式第三（第四条関係） 契　　約　　船　　価　　内　　訳　　書

数 量 単 位 （ 円 ） 金 額 （ 円 ）

鋼 材

そ の 他

計

甲 板 機 械

艤装整備品

計

主 機

機 関 補 機

罐

そ の 他

計

（A列４番）

船 価

総トン当り船価（円 ）

重量トン当り船価（円）

乗 出 費 用

総 船 価

利 益

電

気

部 小 計

材 料 費

工 事 間 接 費

各 部 合 計

直 接 経 費

製 造 原 価

一 般 管 理 費

総 原 価

小 計

材

料

費

船

体

部

機

関

部

主 要 寸 法

主 機

罐

速 力

乗 組 員 数

旅 客 定 員

材

料

費

工 事 間 接 費

摘 要

工 事 間 接 費

小 計

船 種

船 型

船 級

総 ト ン 数

重 量 ト ン 数

要

目

（注） 数量、単位及び金額の欄には、船舶要目書に記載した契約船価の内訳を記入する。

ぎ

様
式
第
四
（
そ
の
一
）
（
第
四
条
関
係
）

様式第四（その一）（第四条関係）

会社名
船 　名

　 　

金融機関 　 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 12

日本政策投資銀行
計
算
約
定
計
算
約
定

　

計
算
約
定

　

計
算
約
定
計
算
約
定

　 　

計
算
約
定
計
算
約
定

合　　　　　計

年度

一

般

金

融

機

関

総額

外航船舶建造融資利子補給金計算書

計

様
式
第
四
（
そ
の
二
）
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

様式第四（その二）（第四条・第五条関係）

会　 社　 名
金融機関名

　

次船 契約番号 予定竣工日 償還期限 利子補給金総額（円） 利子補給率（％）

利子補給金

期間 日数 融資残高（千円） 利子補給金（円） 期間 日数 融資残高（千円） 利子補給金（円） 請求額（円）

合　計

船名

計算上の融資残高に対する利子補給金 約定の融資残高に対する利子補給金

対象融資（千円）

外航船舶建造融資利子補給金計算書
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様
式
第
五
（
そ
の
一
）
（
第
五
条
関
係
）

様式第五（その一）（第五条関係）

年 月 日

運輸大臣 殿

申込者の名称 印

イ　対象融資額は、別表記載の通り　

　 同上合計額

ロ　利子補給率

ハ　利子補給金の総額は、別表記載の通り

　 同上合計額

ニ　特約条項

昭和 年 月 日

運輸大臣 印

名　　　称 印

（A列４番）

外航船舶建造融資利子補給契約申込書

番号（　　）

外航船舶建造融資利子補給契約約款を承認の上、下記の通り外航船舶建造融資

利子補給契約を締結したいので申し込みます。

（申込者の住所、事務担当の部課名及び事務担当者の氏名及び電話番号を

附記すること。）

運輸大臣は、 と外航船舶建造融資利子補給臨時措置法に基き、

の融資する別表記載の融資のそれぞれについて、下記により

様
式
第
五
（
そ
の
二
）
（
第
五
条
関
係
）

様式第五（その二）（第五条関係）

金利

（年利） 契約時 起工時 進水時 しゆん工時

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

　 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

　 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

　 （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

（　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） ※

合計 　

　

　

　

貸出条件
予定しゆ
ん工日

（A列4番）

外航船舶建造融資利子補給契約内訳

番号 融資の相手方
建造船舶の
名称

融資状況
対象融資
額

支給される
利子補給金
の総額

備考

（注） １ 融資状況欄には、対象融資に係る予定融資額を記入する。

２ 融資状況欄のかつこ内には、融資の予定年月日を記入する。

３ ※印の欄には、記入してはならない。

様
式
第
六
（
第
五
条
関
係
）

様式第六（第五条関係）

金融機関名

　

　

　

合計 　

　

　

融　　資　　契　　約　　概　　要　　書

債務者 使途 契約年月日
その他の
条件

備考保証人
当初貸出
年月日

期限元高 償還方法
利率及び
利息支払
方法

担保

様
式
第
七
（
第
七
条
関
係
）

様式第七（第七条関係）

年　　　月　　　日
運輸大臣 殿

名称 印
　 　

価　　　格 年　　月　　日 適　　　用

計

（A列４番）

確 定 船 価

契
約
後
の
事
情
変
更
に
よ
る
増
減
額

区　　　　分

当 初 契 約 船 価

確定建造船価報告書

スライドに
よるもの

仕様の変更
によるもの

追加工事に
よるもの

取止め工事
によるもの

その他

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第二条の規定による契約に係る融資によ

り建造した船舶 丸の建造船価が確定しましたので、同法施行規則第七条第二項

第一号の規定により、下記の通り報告いたします。

注 １ 適用欄には、外航船舶建造融資利子補給契約約款第二条の船価低減額及

び低減の理由をそれぞれの区分に応じて記入すること。

２ 当初契約船価欄には、第四条第六項第二号の船舶要目書に記載した契約

船価を記入する。
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様
式
第
八
（
第
七
条
関
係
）

様式第八（第七条関係）

金　　額 備　　　　　　考

日本政策投資銀行分 (円）

一 般 金融機関分

計

（A列４番）

支
払
利
息

区　　　分

乗　出　費　用　明　細　報　告　書

雑 費

合 計

公 租 公 課

工 事 監 督 費

ぎ 装 員 費

ぎ 装 品 費

注 工事監督費欄は、当該船舶の建造に関し技術上の打合及び工事の進捗状況の調査監

督等を行う者の旅費、日当等の合計額を記入すること。

様
式
第
九
（
そ
の
一
）
（
第
七
条
関
係
）

様式第九（その一）（第七条関係）

建造資金受払明細報告書
（日本政策投資銀行資金）　　　船　　　　丸（第　　　　次）

金額 預入先 種別 月日 支払額 支払先 方法 使途

(円） (円） (円） (円）

計

（A列４番）

残　　　高借入額

借
入
月
日

預　　　入 支　　　払

様
式
第
九
（
そ
の
二
）
（
第
七
条
関
係
）

様式第九（その二）（第七条関係）

（一般金融機関資金） 船　　　　　丸（第　　　次）

金額 預入先 種別 月日 支払額 支払先 方法 使途

　
（円） （円） （円） （円） （円）

　

　

計 　

　

　

　

　　 　

　 　

支　　　　　　払
残高

（A列4番）

預　　　　　　入借入
月日

借入先 借入額 前払金利

（注）

１ この報告書は、各船別に作成すること。

２ 種別欄は、普通、当座、定期等の別を記入すること。

３ 方法欄は、現金、小切手又は手形に区分し、小切手又は手形等の有価証券を、振り出した場合にはその証券番号を付記すること。

４ 使途欄は、契約船価、追加工事、値増、工事造船所、立替金等の別を記入すること。

様
式
第
十
（
そ
の
一
）
（
第
九
条
関
係
）

様式第十（その一）（第九条関係）

　

　

　

　
　年　　　　月　　　　日

　

運輸大臣 殿

名称 印

外航船舶建造融資利子補給金請求書

（A列４番）

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則第九条の規定により、 年 月 日から 年 月

日までの期間における利子補給金について、外航船舶建造融資利子補給契約第 号に基き、別記外航船舶建造

融資利子補給金請求書内訳により合計金 円を請求いたします。
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様
式
第
十
（
そ
の
二
）
（
第
九
条
関
係
）

様式第十（その二）（第九条関係）

　　　　対象期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで 金融機関名

補給率 請求額
％ 計算上 実際 対象 （円）

契約番号
融資の相
手方

船 名

対 象 融 資 （ 千 円 ）

予 定 し ゆ ん 工 日

利子補給金請求額（円 ）

利子補給金支給累計額(円)

利子補給金の総額（円 ）

契約番号
融資の相
手方

船 名

　

契約番号
融資の相
手方

船 名

対 象 融 資 （ 千 円 ）

予 定 し ゆ ん 工 日

利子補給金請求額（円 ）

利子補給金支給累計額(円)

利子補給金の総額（円 ）

（A列４番）

外航船舶建造融資利子補給金請求書内訳
次船

計　　算　　基　　礎

期間 日数
融資残高増減（千円）

備考
要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

注 実際の融資残高が第5条の規定により提出した外航船舶建造融資利子補給金計算書に記載された約定融資残高と同じ場合には、計算基礎の
欄の記載を省略することができる。

様
式
第
十
一
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第十一（第十三条関係）

年　　　月　　　日から
年　　　月　　　日まで

(金融機関名） 名称

償 還 月 日

償 還 額

対 象 融 資 の 残 高

償 還 月 日

償 還 額

対 象 融 資 の 残 高

償 還 月 日

償 還 額

償 還 月 日

償 還 額

対 象 融 資 の 残 高

備考　償還月日の欄には、金融機関が当該償還金額を受け入れた月日を記載すること。

　

備考償還状況

（A列４番）

償　　還　　状　　況　　報　　告　　書

船名（第　　　次船） 区　　　　　分

様
式
第
十
二
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第十二（第十三条関係）

年　　月　　　日
運輸大臣　　　　　　　　　殿

住所
会社名
代表者名 印

法 人 税 額

会 社 臨 時 特 別 税 額

道府県民税法人税割額

市町村民税法人税割額

計

年 月 期 発 生 額

年 月 期 発 生 額

計

１３％～ １４％～ １５％～ １８％～ 計

期 末 国 庫 納 付 義 務 残 高

国 庫 納 付 金 額

当 期 利 子 補 給 金 受 給 額

利 子 補 給 金 不 支 給 額

区　　　　　　　分

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失

引当金取崩額又は準備金取崩額

法 人 税 等 引 当 額

国 庫 納 付 金 引 当 額

そ の 他 加 算 額

確定申告書
及び会社臨
時特別税申
告書の記載

額

法第９条第１項本文による納付額

船 舶 建 造 積 立 金 積 立 額

引当金繰入額又は準備金積立額

国 庫 納 付 金 引 当 金 取 崩 額

そ の 他 減 算 額

額 備考

年　　　月期決算計上利益等報告書

％

繰越損失額

納 付 金 に 関 す る 利 益 の 額

資 本

対 資 本 利 益 率

（注） １ 引当金取崩額又は準備金取崩額には、令第４条第１項第６号の規定により

当期利益の額に加算される金額の合計額を記入すること。

２ その他加算額には、令第４条第２項第４号又は第５号の規定により費用と

して計上しなかつたものとされる金額の合計額を記入すること。

３ 引当金繰入額又は準備金積立額には、令第４条第１項第５号の規定により

当期利益の額から控除される金額の合計額を記入すること。

４ その他減算額には、令第４条第２項第６号の規定により費用として計上し

たものとされる金額の合計額を記入すること。

５ 令第４条第２項第７号及び第８号並びに同条第３項の規定に従つて計算し

た場合には、その額を備考欄に記入すること。

様
式
第
十
二
の
二
（
第
十
三
条
関
係
）

様式第十二の二（第十三条関係）

年　　　月　　　日
運輸大臣　　　　　　　　　殿

住所
会社名
代表者名 印

船名 建造価額 充当額

　　

当期末における積立金充当対象船舶の建造価額の合計額

船　舶　建　造　積　立　金　報　告　書

資 本 　 　

船 舶 建 造 積 立 金 積 立 額

（　　　　　　年　　　　月期積立分）

当期末船舶建造積立金積立額

積 立 金 取 崩 額

当 期 に お け る 積 立 金 取 崩 額

自 己 資 金 充 当 残 額

当期における国庫納付対象利益加算額

自 己 資 金 充 当 額
充当年月日

当期末における自己資金充当額の累計額

（注） １ 自己資金充当額欄には、第十二条の二の規定により積立金充当対象船舶の

建造に要する自己資金として支出された金額を記載すること。

２ 自己資金充当残額欄には、当期末船舶建造積立金積立額から自己資金充当

額を控除した額を記載すること。
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様
式
第
十
三
（
第
十
六
条
関
係
）

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
抜
す
い

（
監
査
の
実
施
）

第
十
四
条

運
輸
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

監
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

会
社
か
ら
そ
の
業
務
若
し
く
は
経
理
の
状
況
に
関
す
る
報

告
を
徴
し
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
会
社
の
営
業
所
若

し
く
は
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳

簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第

号

年

月

日
発
行

官
職

氏

名

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
検
査
員
の
証

年

月

日
限
有
効

運
輸
大
臣

印

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の

身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
呈
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
（
罰
則
）

第
十
七
条

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
行
為
を
し
た
会
社
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用

人
そ
の
他
の
従
業
者
は
、
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

２

会
社
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者

が
、
そ
の
会
社
の
業
務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
外
、
そ
の
会
社
に
対

し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

様
式
第
十
三
（
第
十
六
条
関
係
）

１２センチメート

９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

６センチメート
（表）

（裏）

様
式
第
十
四
（
そ
の
一
）
（
第
二
十
条
関
係
）

様式第十四（その一）（第二十条関係）

　

　

　

　
　年　　　　月　　　　日

　

運輸大臣 殿

名称 印

外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書

（A列４番）

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則第二十条の規定により、 年 月 日から 年

月

日までの期間において交付されることとなる交付金について、別記外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書内訳（その

１）、（その２）及び（その３）により合計 円を請求いたします。

様
式
第
十
四
（
そ
の
二
）
（
第
二
十
条
関
係
）

様式第十四（その二）（第二十条関係）

　　　　猶予実施期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで 　

補給率
猶予対象
利子

％ 計算上 実際 対象 （円）

契約番号
融資の相
手方

船 名

対 象 融 資 （ 千 円 ）

予 定 し ゅ ん 工 日

猶 予 対 象 利 子 （ 円 ）

利子補給金相当累計額(円）

利子補給金の総額 （円 ）

契約番号
融資の相
手方

船 名

対 象 融 資 （ 千 円 ）

　

契約番号
融資の相
手方

船 名

対 象 融 資 （ 千 円 ）

予 定 し ゅ ん 工 日

猶 予 対 象 利 子 （ 円 ）

利子補給金相当累計額(円）

利子補給金の総額 （円 ）

（A列４番）

外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書内訳（その１）
次船

要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項

計　　算　　基　　礎

期間 日数
融資残高増減（千円）

備考

注 １．実際の融資残高が第5条の規定により提出した外航船舶建造融資利子補給金計算書に記載された約定融資残高と同じ場合には、
計算基礎の欄の記載を省略することができる。

２．本表は、当該猶予対象利子に係る第二回目の交付金請求書提出時から添付することを要しない。

様
式
第
十
四
（
そ
の
三
）
（
第
二
十
条
関
係
）

様式第十四（その三）（第二十条関係）

〔猶予実施期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで〕

　　　　対象期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで

契約番号 　 船 名 猶予対象利子（円）

契約番号 　 船 名 猶予対象利子（円）

契約番号 　 船 名 猶予対象利子（円）

契約番号 　 船 名 猶予対象利子（円）

（A列４番）

次船

融 資 の 相 手 方 　

法附則第８
項第１号交
付金請求額
（円）

融 資 の 相 手 方 　

　

　

融 資 の 相 手 方 　

外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書内訳（その２）

要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項
期首猶予
対象利子
残高（円）

償還日
償還額
（円）

期末猶予
対象利子
残高（円）

備考
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様
式
第
十
四
（
そ
の
四
）
（
第
二
十
条
関
係
）

様式第一四（その四）（第二十条関係）

対象期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から　　　　　年　　　月　　　日まで

　

　

　

　 　

　

　 　

　 （A列４番）

備考

外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書内訳（その３）

猶予実施期間
猶予対象利子
計　　(円）

期首猶予対象利子
残高計　　　（円）

日数 利率（％）
法附則第８項第２号交付金

請求額（円）
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